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介護サービス情報の公表制度の仕組み

介護サービス事業所・施設

《介護サービス情報》
要介護者等が適切かつ円滑に介護サービスを選ぶための情報

都道府県知事 又は 指定情報公表センター
（都道府県知事が指定）

《介護サービス情報を公表≫
○インターネットの活用等

そのまま公表

《基本情報》
○基本的な事実情報

（例）連絡先、主な利用交通手段、事業所の職員

の体制、サービス提供時間、機能訓練室等の設
備、利用料金、苦情対応窓口等の状況 等

利用者（高齢者）
公表情報等を参考として、事業所・施設を選択

《調査情報》
○客観的調査が必要な情報

（例）介護サービスに関するマニュアルの有無、
身体拘束を廃止する取組の有無、個人情報保
護に関する取組の有無 等

閲覧

都道府県知事 又は 指定調査機関
（都道府県知事が指定）

○ 中立性・公平性の確保
○ 調査の均質性の確保

調査後公表
（年１回程度）

報告
（年１回程度）

報告
（年１回程度）
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「福祉サービス第三者評価事業」の概要

１．福祉サービス第三者評価事業の趣旨・目的
○ 意義

事業者の提供するサービスの質を当事者以外の公正・中立な第三者評価機関が専門的かつ客観
的な立場から評価する事業。

○ 目的
個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけること。ま
た、福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切
なサービス選択に資するための情報となること。

２．福祉サービス第三者評価事業の推進方策
○ 指針の策定
福祉サービス第三者評価事業の普及・促進を図るため「福祉サービス第三者評価事業に関する
指針」を発出。平成１６年５月７日）
さらにガイドラインを元に、サービス分野別のガイドラインを検討し、順次通知として発出。

○ 推進体制
【全国の推進組織】
全国社会福祉協議会が、評価事業普及協議会・評価基準等委員会を設置し、福祉サービス

第三者評価事業の推進及び都道府県推進組織に対する支援を行う。

【都道府県の推進組織】
都道府県推進組織が、第三者評価機関認証委員会･第三者評価基準等委員会を設置し、第三

者評価機関の認証、第三者評価基準の策定、第三者評価基準結果の公表等を行う。
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「福祉サービス第三者評価事業」の推進体制
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「福祉サービス第三者評価事業」の
保育所における受審の状況

受 審 件 数 受 審 率

H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度

社会福祉施設等 1,678 1,947 2,835 2,765 1.77% 1.98% 2.87% 2.80%

うち保育所 529 650 977 799 2.34% 2.86% 4.28% 3.50%

※ 受審率について、各年10月1日時点の施設数を基に算出（平成20年度は集計中のため、平成19年度の施設数を使用。）

※ 平成20年度の受審件数は速報値。


